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	パスコは、飯舘村復興対策課（以下、「飯舘村」という。）と、平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成業務委託（以下、「本業務」という。）に関する第７回打合せを実施した。

【議題】
1) 年度別計画関係
2) 今後のスケジュール確認

【打合せ内容】
1) 年度別計画関係
· 現地測量は71.95ha完了。うち、63.35ha分は取りまとめ中である。
· 県へ測量面積の考え方について確認を依頼した。回答後、日本製紙所有の林分の測量実績の取り扱いを決定する。
· 保安林は材積の20％まで間伐可能であり、標準地調査により伐採本数を調査する必要がある。
· 作業道を入れる場合は搬出を前提とする必要がある。村としては可能であれば搬出したい意向がある。
· 86小班のヒノキ林は搬出できる可能性があることが森林組合から報告された。
· 放射線量調査（サンプル採取）は設計数量（87箇所）のうち、46箇所が完了している。
· 13林班の同意取得の意向確認は全て完了している。牧野の部分は不同意であるため、不同意の書類を村から森林組合へ提供する必要がある。
· 日本製紙所有の林分に林業専用道を整備する計画がある。既に実施である線形測量（1.3km）と路線が重複するため、村が林業専用道を選択した場合、実施済みの線形測量（1.3km）は対象外となる。
· [bookmark: _GoBack]前乗２の施業地ではスギの林齢から切り捨て間伐することが困難であるため、搬出間伐とすることに切り替えて検討する。
2)今後のスケジュール確認
· 現在再処理中の測量成果は4/22週中に、森林組合から村へ提出する。
· 次回工程会議は5/23　13時からとする。
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	· 雑木の施業は、本数で4割以上伐採する必要がある。実際には6割以上が多い。
· 配布資料図面の14林班96番の林分の地目を村は確認する。「田」の場合は対象に含めることができない。
· 作業道の計画は日本製紙の林分を対象に検討する。国有林に入らずに作業道を入れれるか現地確認する。
· 線形測量が計画の8.9kmに達しない場合は、他の項目に作業量を割り振る必要がある。
· 13林班は14林班の面積の積み上げを確認しながら測量に入っていく予定である。配布資料図面の13林班5番は村有林なので、5番・6番のスギを対象としていきたいが、現地状況を考慮して検討する。
· 13林班の同意取得状況は14人中10人を取得済みである。
· 14林班で対象外とした林分について、その理由を協議書として森林組合から村へ報告する必要がある。森林組合の菅野氏から事前に森林所有者へ報告済みである。
· 14林班の測量と標準地調査は2月末を目標としている。
· 振興公社には測量班を追加できる体制があるので、森林組合は測量機械を追加できないか検討する。

2) 今後のスケジュール確認
· 次回会議は3月7日（木）14：00～とする。
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